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１

�厳
し
さ
増
す
歯
科
医
療
政
策
と

医
院
経
営
の
格
差
拡
大

歯
科
医
院
経
営
の
実
状
を

日
歯
青
色
申
告
会
の
ア
ン
ケ

ー
ト
か
ら
見
る
と
、
こ
の

20

年
間
で
医
業
収
入
（
保
険
＋

自
費
・
そ
の
他
）
は
４
８
４

５
万
円
か
ら
４
１
６
１
万
円

へ
と
６
８
４
万
円
減
り
、
経

費
を
引
い
た
残
り
の
所
得
金

額
も
１
４
６
１
万
円
か
ら
９

６
７
万
円
へ
と
４
９
４
万
円

も
減
少
し
て
い
る
。ま
た
、２

０
０
０
年
度
と
２
０
０
４
年

度
の
医
業
収
入
の
分
布
で
比

べ
る
と
、
３
千
万
円
以
下
が

45％
か
ら

53％
へ
と
８
ポ
イ

ン
ト
増
え
、
逆
に
４
～
５
千

万
円
台
が

40％
か
ら

33％
へ

と
７
ポ
イ
ン
ト
も
減
少
し
て

い
る
。こ
の
よ
う
に
、従
来
の

中
間
層
以
下
の
収
入
が
全
体

的
に
低
下
し
続
け
て
い
る
。

２
０
０
６
年
の
診
療
報
酬

改
定
以
降
の
歯
科
医
療
費

は
、
昨
年
４
～
９
月
の
医
療

費
伸
び
率
と
改
定
の
な
か
っ

た
一
昨
年
を
比
べ
る
と
マ
イ

ナ
ス
３
・
７
ポ
イ
ン
ト
と
公

称
に
倍
す
る
引
き
下
げ
に

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
受

診
延
日
数
の
伸
び
率
」
は
、

２
０
０
６
年
４
月
分
で
マ
イ

ナ
ス
５
・
８
％
、
４
～
５
月

連
月
分
で
も
マ
イ
ナ
ス
１
・

６
％
と
受
診
抑
制
が
続
い
て

い
る
。
そ
し
て
、
膨
大
な
文

書
提
供
な
ど
診
療
以
外
の
事

務
処
理
に
多
大
な
時
間
を
と

ら
れ
、
診
療
内
容
に
も
影
響

が
出
て
い
る
。

国
民
医
療
費
に
占
め
る
歯

科
医
療
費
の
割
合
も

80年
代

の
「
臨
調
行
革
」
時
代
か
ら

減
り
続
け
て
い
る
が
、
と
く

に
小
泉
内
閣
の
「
市
場
原
理

・
構
造
改
革
」
路
線
の
な
か

で
大
き
く
減
少
し
、
現
在
は

８
％
を
割
り
込
ん
で
い
る
。

公
的
歯
科
医
療
費
の
縮
小

・
停
滞
の
中
で
、
基
礎
的
技

術
料
が
長
期
に
据
え
置
か

れ
、
新
技
術
の
保
険
導
入
も

長
期
に
閉
ざ
さ
れ
る
な
か

で
、
混
合
診
療
の
解
禁
の
準

備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

混
合
診
療
の
拡
大
は
、
公

的
保
険
が
縮
小
し
、
上
乗
せ

サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
民
間
保

険
が
な
い
と
満
足
な
治
療
が

受
け
ら
れ
な
い
公
私
二
階
建

て
の
体
制
を
招
く
。
民
間
保

険
は
、
①
高
リ
ス
ク
患
者
の

排
除
原
理
が
働
く
②
患
者
へ

の
情
報
提
供
や
治
療
行
為
が

制
限
さ
れ
医
師
の
裁
量
権
が

奪
わ
れ
る
―
―
な
ど
、
患
者

負
担
増
と
医
療
機
関
の
系
列

支
配
の
危
険
性
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

現
物
給

付
の
原

則
や
皆
保

険
制
度
が
崩
れ
た
状
況
下
で

は
、
研
鑽
を
積
み
、
よ
き
臨

床
家
と
な
り
、
そ
の
医
療
技

術
を
国
民
・
患
者
に
広
く
普

及
す
る
こ
と
は
よ
り
困
難
と

な
る
。
ま
さ
に
、
開
業
保
険

医
の
存
在
意
義
が
問
わ
れ
る

重
大
な
岐
路
に
立
っ
て
い
る

と
言
え
る
。

２

�患
者
負
担
増
や
医
療
改
悪
に
よ
る

国
民
へ
の
影
響

労
働
者
・
国
民
の
生
活
も

こ
の

10年
間
で
大
き
く
様
変

わ
り
し
た
。
労
働
環
境
で
は

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
終
身
雇
用

制
が
崩
れ
、
能

力
給
・

成
績

主
義
に
な
り
１
割
の

エ
リ
ー

ト
、
２
～
３
割
の
中

堅
幹

部
、
そ
れ
以
外
は

フ
リ
ー

タ

ー
な
ど
の

不
安
定
雇
用
で

賄

わ
れ
、

就
業
で
き
な
い
も
の

は
ニ
ー
ト
と
な
る
な
ど
、
国

民
の
間
で

急
速
に

格
差
が
進

行
し
て
い
る
。
大

企
業
の
収

益
と
家

計
収
入
の

推
移
で
は

大
企
業
は

空
前
の

利
益
を
上

げ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
家

計
収
入
は
大
き
く

落

ち
込
ん
で
い
る
。

小
泉
「
構
造
改
革
」
に

よ
っ
て
国
民
生
活
は

相
対
的

貧
困
率
（
生

産
年

齢
人

口
）

が
世

界
で
２

位
に
な
る
な
ど

格
差
と

貧
困
が
広
が
り
、

深

刻
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
。

政
府
の
「
労
働
経

済
白
書
」

で
も

格
差

社
会
を

認
め
て
い

る
。市

町
村
国
保
の

職
業
構

成

の
変

化
を
見
る
と
そ
れ
が
よ

く
出
て
い
る
。
国
民
の

約
半

数
が
国
保

加
入
者
で
増

加
傾

向
に

あ
る
（
大

阪
府
で
は
３

８
７
万

世
帯
の
う

ち
、
１
８

１
万

世
帯

47％
が
国
保

加
入

者
）。
し
か
も
、製
造
業
・

農

林
水

産
業
に
従
事
し
て
い
る

層
が
減
少
し
、
高

齢
者
や

無

職
者
が

激
増
し
て
い
る
。
国

保
の
滞

納
者
も

激
増
し
て

お

り
、
収

納
率
は
大

阪
府
で
見

る
と

79・
２
％
で
、

資
格

証

明
書
・

短
期
保
険

証
の

発
行

が
年

々
増
え
続
け
、
滞

納
者

の
財

産
差
し

押
さ
え
も

深
刻

に
な
っ
て
い
る
。

年
金
収
入
は
変

化
し
て
い

な
い
の
に
、
定
率
減

税
の

半

減
、

老
年
者

控
除
の

廃
止
な

ど
の

税
制
改

悪
の
影
響
で
、

２
０
０
６
年
６
月
に
は
所
得

税
・

住
民

税
・
国
保
料
・

介

護
保
険
料
が
一

挙
に
大

幅
に

上
が
り
、
な
か
に
は
８
～

10

倍
も
上
が
り
、
大

阪
市
の

例

で
は
、
２

週
間
で

12万
６
千

人
も
の
市
民
が

区
役
所
に

押

し
寄
せ
た
。
全
国
で
も

同
様

の
こ
と
が

起
き
て
い
る
。
ま

た
、
２
０
０
７
年
６
月
に
は

定
率
減

税
全

廃
が
実

施
さ
れ

る
。
さ
ら
に

08年
に
は
、
新

高
齢
者
医
療
制
度
が

発
足

し
、

65歳
以
上
の
年
金
受
給

者
か
ら
保
険
料
の

天
引
き
が

始
ま
れ

ば
、

同
様
の
こ
と
が

起
き
る

だ
ろ
う
。

ま
た
、

貧
困
拡
大
の

反
映

で
も

あ
る
生
活
保

護
世

帯
が

急
増
す
る
な
か
で
、
生
活
保

護
の
申

請
を

拒
否
さ
れ
自

殺

や
餓

死
事

件
が

各
地
で

起
き

て
い
る
。

３

�史
上
空
前
の
利
益
を
上
げ
る

大
企
業
の
異
常
な
実
態

国
民
・
患
者
・
医
療
機
関

の
苦
難
を
よ
そ
に
、
上
場

企

業
の
２
０
０
６
年
４
～
６
月

期
の
経

常
利

益
は

15％
増

（
ト

ヨ
タ

純
利

益

39％
増
）、

２
０
０
５
年
度

法
人

企
業

統

計
調

査
で
も
全

企
業
の

売
上

高
前
年
度
比
６
・
２
％
増
。

経
常

利
益
は

同

15・
６
％
増

（
約

51・
７

兆
円
）
で

史
上

最
高
の

利
益
を
上
げ
な
が

ら
、
そ
れ
に

ふ
さ
わ
し
い

社

会
的

責
任
を

果
た
し
て
い
な

い
。
日

本
の
大

企
業
は

違
法

行
為
を

含
め
、

利
益
の
た
め

に
は

企
業

倫
理
も

社
会
的

責

任
も

省
み
な
い

横
暴
な

姿
が

顕
わ
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の

主
な
内
容
は

次
の
と

お
り
で

あ
る
。

①
日

本
経

団
連
会
長

企
業

の
キ

ヤ
ノ
ン
、
ト

ヨ
タ
、

松

下
電

器
、
日
立
な
ど
日

本
を

代
表
す
る
大

企
業
で
「

偽
装

請
負
」
の

違
法
行
為
が

蔓
延

し
て
い
る
。

派
遣

企
業
に
事

業
停

止
命

令
や
「
サ
ー
ビ
ス

残
業
」
の

是
正
が
問

題
に

な
っ
て
い
る
。

御
手

洗
日

本

経
団
連
会
長
は
経

済
財

政
諮

問
会

議
で
「

請
負

法
に
問

題

が
あ
る
」
と

違
法
行
為
を
全

く
反

省
し
て
い
な
い
。

②
規
制
改
革
・
民
間
開

放

推
進
会

議
に

参
画
し
て
い
た

宮
内

オ
リ

ッ
ク
ス
会
長
、
日

銀
福

井
総
裁
な
ど
が

村
上

フ
ァ
ン

ド
で

不
正

利
得
行

為
。
生
保
会

社
に
続
き
、

損

保

26社
の
保
険
金

不
払
い

（

32万
件
、
１
８
７

億
円
）

サ
ラ
金
が

借
り

手
を

被
保
険

者
に
「

命
を
担
保
に

契
約
」

（
生

命
保
険
・

団
信
保
険
）

で
借
り

手
の
保
険
金

請
求
の

死
因

別
で
自

殺
が
増

加
。

信

販
会

社
で
も
、

利
用
者
を
保

険
に

掛
け
、

信
販
会

社
を
受

け
取
り
と
す
る
保
険
金

29億

円
な
ど

地
位

利
用
の

不
正

利

得
や
「
国
民
の

命
」
と
引
き

替
え
で

利
益
を
上
げ
る

企
業

が
増
え
て
い
る
。

③
大

手
銀
行
の
２
０
０
６

年
３
月
期

決
算
で
は
３

兆
円

の
当
期

利
益
を
上
げ
な
が

ら
、

不
良

債
権
処
理
の

優
遇

税
制
で

法
人

税
を
全
く

納
め

て
い
な
い
。
し
か
し
、

政
治

献
金
は

再
開
す
る
と
し
て
い

る
。
全
国
で
サ
ラ
金
に

対
す

る
「

不
当

利
益

返
還

訴
訟
」

が
起
き
、

最
高
裁
も
「

利
息

制
限

法
を

超
え
る

貸
し

付
け

は
違

法
」
と
の

判
決
が
出
さ

れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
「

不

当
利

益
」
は

消
費

税
法
で
は

非
課

税
で

あ
る
。
ト

ヨ
タ
な

ど
輸
出
上

位

10社
だ
け
で
も

消
費

税
の

輸
出

戻
し

税
が
１

兆
円
も

還
付
さ
れ
て
い
る
。

④
小
泉

政
権
は
５
年
間
で

診
療
報
酬
６
・

91％
の
マ
イ

ナ
ス
改
定
を

含
む
１

兆
円
の

社
会
保

障
費

削
減
、

庶
民
増

税
５
・
２

兆
円
。
大

企
業
・

資
産
家

向
け
減

税
は
２
・
９

兆
円
と
な
っ
て
い
る
。
負
担

義
務
の
な
い
在
日

米
軍

移
転

費
用
な
ど
３

兆
円
も
支
出
さ

れ
て
い
る
。

４

�安
倍
政
権
が
め
ざ
す
改
憲
と

「
美
し
い
国
」
づ
く
り
構
想

安
倍

政
権
は
小
泉
構
造
改

革
を

継
承
し
、「
経

済
成
長

最
優

先
策
」、「

戦
争
の
で
き

る
国
」

づ
く
り
を

ひ
た

走

り
、

貧
困
の
進
行
と

格
差
の

拡
大
を

加
速
さ
せ
て
い
る
。

「
美
し
い
国
」
の
中
身
は
５

年
以
内
に

教
育
基

本
法
改

悪

の
具
体

化
や
９

条
の
改

憲

で
、

恒
久

平
和
、
基

本
的

人

権
、

主
権
在
民
と
い
っ
た
現

憲
法
の

精
神
を

根
本
か
ら
変

え
よ
う
と
し
て
い
る
。

教
育

基
本

法
改

悪
の

ね
ら
い
は

「
愛
国

心
」
を

教
育

目
標
に

据
え
、

教
育
内
容
に
国
が

直

接
介
入
す
る
も
の
で

あ
る
。

「
外

部
評

価
」
や
「

教
育

バ

ウ
チ

ャ
ー
制
度
」
は

教
育
に

競
争
と

格
差
を
も
た
ら
し
、

営
利
市
場
と
し
て
民
間
に
開

放
す
る

ね
ら
い
が

あ
る
。

「
骨

太
方

針
06」で

は
、

向

こ
う
５
年
間
に

毎
年
２
２
０

情情
勢勢
にに
つつ
いい
てて
（（

案案
））

2006年改定の不合理改善の経過

要請行動・通知発出 主な要請・改善内容

３月28日 疑義解釈 か初診や歯周疾患継続総合指導料廃止、補診算定要
件変更にともなう移行処置などについて通知。

３月30日 保団連厚労省要
請・小池晃参議
院議員（共産）
の仲介

患者への文書提供を医学管理料の算定要件とするこ
との撤回、領収証発行の義務付け撤回などを求め
た。
厚労省は、未装着請求の70/100、社会保険事務局へ
の事前承認の扱いを取り消すことを表明。

３月30日 記載要領訂正・
保医発第033000
6号（実際の発出
は４月６日頃）

未装着請求の70/100、未装着請求後の装着または再
作製における社会保険事務局長への事前承認の仕組
みを通知から削除。

４月20日 愛知協会厚労省
要請・岡本充功
衆議院議員（民
主）の仲介

医療費区分の分かる領収証発行義務の凍結、カルテ
・レセプト摘要欄記載の簡素化などを求めた。あわ
せて匿名技官問題も追及。
厚労省は調整中の通知を週明け早くに出すことを表
明。

４月24日 疑義解釈 患者交付文書と同じ内容をカルテに記載させる算定

要件を簡素化し、交付文書の写しをカルテに添付す

ることで可となった。歯科疾患継続指導料算定中に

外傷や義歯破損で来院した場合の特掲診療料が算定

可となった。

４月28日 疑義解釈 ４月24日付疑義解釈の訂正など。

５月８日 留意事項および
記載要領等訂正
・保医発第0508
001号

当初通知（保医発0306001）に多数含まれていたカ
ルテやレセプト摘要欄への二重記載を簡素化する訂
正通知（保医発0508001）を発出。

６月15日 保団連厚労省要
請・小池晃参議
院議員（共産）
の仲介

歯科疾患総合指導料の廃止、レセプト記載要領の改
善、傷病名の略称使用などを要請。
厚労省は、摘要欄記載について「大幅見直しをした
ところだが、精査させてほしい」と回答。

７月31日 疑義解釈、略称
通知・保医発第
0731003号

カルテ・レセプトで使用できる傷病名などの略称を
新設・一部訂正24項目追加。傷病名欄から判別でき
る場合は、レセプト摘要欄への部位記載を省略でき
ることになった。

９月21日 近畿ブロック厚
労省要請・山井
和則衆議院議員
（民主）の仲介

「歯の移植手術」の原因または理由、「新製義歯指
導料」算定時の「新製」の記載など不合理改善、ス
タディモデルの写真や情報提供文書のカルテ添付も
デジタル保存を認めることなどを要請。

９月27日 留意事項および記
９月29日 載要領等訂正・保

医発第0927001号、
第0929002号

レセプト記載簡素化通知。①義歯調整に際する「新
製」「床裏装」記載の撤廃②充填用即時硬化レジン
の略称「即」追加。

12月14日 保団連厚労省要
請

ブリッジ平行測定に用いたスタディモデルを写真撮
影して保存する場合、口腔内写真検査に準じてデジ
タルで可。

※厚労省要請は大阪歯科協会が参加したものに限って掲載
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